
質問・回答 

 

業務名    給与管理システム賃貸借業務 

入札執行日  令和７年５月 13日（火） 

 

質 問 事 項 回 答 

① 『機能仕様書』4/7ページ「2 給与管理機能 8 年末調整処理」につい

て、各職員から基礎控除、扶養、保険料の申告を Webで行う機能は今回

の調達対象とならないでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

② 『機能仕様書』 5/7 ページ「2 給与管理機能 9 調査資料」につい

て、給与実態調査に必要な各種資料の作成とは、給与実態・基幹統計の

総務省への提出ファイルの作成と出力を指すでしょうか。 

 給料および各種手当の支給人数および支給額が Excel、CSV ファイル（カ

ンマ切り）で抽出できることを要件とします。 

③ 『機能仕様書』 6/7ページ「3 マイナンバー管理機能 3 収集 1・4・

11 について、今回の仕様に人事情報を管理する機能は含まれないた

め、現在は利用することはなく、今後人事情報もシステム管理をする事

を想定して、機能として有する必要があるとの認識で問題ないでしょう

か。 

 お見込みのとおりです。 

④ 『給与管理システム賃貸借業務仕様書』2.導入要件（3）パソコンについ

て、ノートパソコンとデスクトップ型パソコンのどちらの調達がよろし

いでしょうか。また、corei5搭載のモデルが 5月で終息予定のため、後

継品の提案でよろしいでしょうか。 

 パソコンについてはノートパソコン型とします。 

 なお、CPUについては後継品で問題ありませんが、仕様に記載の要件を有

することとします。 



⑤ 『給与管理システム賃貸借業務仕様書』2.導入要件(6)既存データの移

行について、移行データ全般に対する質問として「既存データの対象期

間」は、何年前までとなりますでしょうか。 

 過去５ヵ年とします。 

⑥ 『給与管理システム賃貸借業務仕様書』2.導入要件(6)既存データ③「給

与計算情報（給料、期末勤勉、職員手当計算式）」について、‘計算式’

とありますが、過去の計算処理を再現する必要は無く、令和８年１月以

降の処理に影響部分を移行すれば良いとの認識で問題ないでしょうか。

（既存データ移行の目的は、移行期間に遡って計算処理を実行可能な状

態とすることでなく、過去の支払実績データをシステムにて参照可能と

すれば良いとの認識で問題ないでしょうか。） 

 お見込みのとおりです。 

⑦ 『給与管理システム賃貸借業務仕様書』2.導入要件(6)既存データ⑤「退

職後５年間管理を行う。」の管理対象について、システム稼働時点で退職

から５年に満たない退職者が移行対象で、システム稼働時点で退職から

５年を経過した退職者については移行対象外という認識で問題ないで

しょうか。 

 お見込みのとおりです。 

⑧ 入札金額は、月額、税抜きでよろしいでしょうか。  お見込みのとおりです。 

⑨ ３者間契約を希望する場合、事前にリース会社の情報や提出書類等は不

要という認識でよろしいでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

 


